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１．概要 

2021年６月に原子力規制庁（以下「規制庁」という。）へ報告した「実用発電用原子炉

に係る特定重大事故等対処施設に関する審査ガイドにおける航空機等の特性等」（以下

「特重非公開ガイド」という。）の誤廃棄事案への対応において，事案判明時に本社組織

が規制庁へ速やかに報告する必要はないと判断し報告が遅れたことは，原子力安全文化に

おける課題・劣化兆候であると認識している。 

これを踏まえて，特重非公開ガイド誤廃棄事案の報告が遅れたことおよび原子力安全文

化における課題・劣化兆候が検出できなかったことについて原因分析を行い，その対策と

して，次の４項目を実施することとした。 

【対策１】本社組織の文書管理プロセス見直し 

【対策２】本社組織に対する原子力安全文化の育成および維持活動の充実 

【対策３】本社組織における状態報告（以下「ＣＲ」という。）登録の奨励 

【対策４】本社組織・発電所組織等における原子力安全文化の監視・評価活動の実施 

これらの対策のうち，【対策２】および【対策４】の実施に伴って，原子力安全文化の

育成および維持活動が拡充されることを踏まえて，活動を遺漏なく実施するため，これま

で２つの組織で分担していた役割や責任を１つの組織（電源事業本部）に集約し，今後は

電源事業本部が主体的に取り組む体制に見直す。 

また，特重非公開ガイド誤廃棄報告遅れに鑑み，健全な原子力安全文化を追求する当社

の取組姿勢について改めて保安規定に追加するとともに，原子力安全文化の課題および劣

化兆候を早期に検出して改善させる監視評価グループを保安規定に定める。 

２．特重非公開ガイド誤廃棄事案の報告遅れ 

（１）経緯 

当社は，規制庁から受領した特重非公開ガイド６部のうち，発電所で保管していた１

部について2015年４月23日に誤ってシュレッダー廃棄していたことを，規制庁と締結し

た「特定重大事故等対処施設に関する秘密保持契約書（以下「秘密保持契約」とい

う。）」に基づき，2021年６月21日に規制庁に報告した。 

特重非公開ガイド誤廃棄事案判明について発電所から報告を受けた2015年４月当時の

本社組織の部長および特定重大事故等対処施設情報管理責任者（以下「管理責任者」と

いう。）は，その時点において直ちに規制庁への報告は必要ないと判断した。また，20

20年10月19日頃，秘密保持契約の見直しに係る規制庁との面談を前に特重非公開ガイド

誤廃棄事案を認識した本社組織の部長および管理責任者(いずれも後任者)も，規制庁へ

の報告は必要ないと判断した。 

その後2021年３月23日に，秘密保持契約の変更契約書を締結し，変更契約書に基づく

「情報管理計画書」の提出に合わせて履行状況として特重非公開ガイド誤廃棄事案につ

いて報告すべきと判断し，６月21日に規制庁へ報告することとなった。結果として，特
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重非公開ガイド誤廃棄事案判明から約６年２カ月後に規制庁へ，その事実を報告するこ

ととなった。 

（２）原因分析 

特重非公開ガイド誤廃棄事案について，規制庁へ報告するタイミングがあったにもか

かわらず，報告の必要はないとした本社組織の判断は，原子力安全文化の観点からも適

切ではなかった。当時の本社組織が適切な判断に至らなかった原因について，「本部不

適合等管理手順書」に基づき，原子力安全文化の面で人的過誤分析を実施した。原因分

析図を第１図に示す。 
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図
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因
分
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図
 

分
析
対
象
要
因

原
因
の
追
究

原
因
の
特
定

対
策

な
ぜ

な
ぜ

な
ぜ

な
ぜ

a
本
社
組
織
は
，
発
電
所
か
ら
特

重
非
公
開
ガ
イ
ド
誤
廃
棄
事
案

判
明
の
報
告
を
受
け
た
際
，

「
秘
密
保
持
契
約
で
報
告
が
求

め
ら
れ
る
盗
難
・
紛
失
に
該
当
し

な
い
事
案
（
廃
棄
）
で
あ
り
，
規

制
庁
に
直
ち
に
報
告
す
る
必
要

は
な
い
」
と
判
断
し
た
。

（
2
0
1
5
年
4
月
2
8
日
）

本
社
組
織
は
，
当
該

事
案
へ
の
対
応
に
つ
い

て
，
一
部
の
関
係
者
の

み
で
検
討
し
た
。

特
重
非
公
開
ガ
イ
ド
は
，

「
非
Ｑ
Ｍ
Ｓ
文
書
」
で
あ

り
不
適
合
管
理
の
適

用
外
だ
っ
た
。

【
原
因
１
】
特
重
非
公
開
ガ
イ
ド
は
「
非

Ｑ
Ｍ
Ｓ
文
書
」
の
扱
い
で
あ
っ
た
た
め
，

Ｃ
Ａ
Ｐ
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

【
対
策
１
】
本
社
組
織
の
文
書
管
理
プ
ロ
セ
ス
見
直

し
特
重
非
公
開
ガ
イ
ド
の
扱
い
の
Ｑ
Ｍ
Ｓ
に
よ
る

明
確
化
を
行
う
。

本
社
組
織
で
は
，
幅

広
に
報
告
す
る
と
い
う

意
識
・
習
慣
が
十
分
で

は
な
か
っ
た
。

本
社
組
織
で
は
，
「
報

告
す
る
文
化
」
が
十
分

に
育
成
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。

本
社
組
織
に
対
す
る

「
報
告
す
る
文
化
」
，

「
常
に
問
い
か
け
る
姿

勢
」
を
含
む
原
子
力
安

全
文
化
を
育
成
す
る
施

策
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
。【
原
因
２
】
本
社
組
織
に
対
す
る
原
子

力
安
全
文
化
を
育
成
す
る
施
策
が
十

分
で
は
な
か
っ
た
。

【
対
策
２
】
本
社
組
織
に
対
す
る
原
子
力
安
全
文

化
の
育
成
お
よ
び
維
持
活
動
の
充
実

本
社
組
織
の
「
常
に
問
い
か
け
る
姿
勢
」
「
報
告

す
る
文
化
」
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
の
施
策

を
実
施
す
る
。

本
社
組
織
は
，
秘
密

保
持
契
約
書
で
規
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
以
外
は

報
告
不
要
と
考
え
た
。

b
規
制
庁
と
の
秘
密
保
持
契
約

変
更
の
面
談
の
前
に
，
本
社
組

織
は
，
特
重
非
公
開
ガ
イ
ド
誤

廃
棄
事
案
の
存
在
を
認
識
し
た

が
，
「
規
制
庁
に
直
ち
に
報
告
す

る
必
要
は
な
い
」
と
し
た
過
去

(2
0
1
5
年
4
月
2
8
日
）
の
判
断
を

踏
襲
し
，
判
断
し
た
。

（
2
0
2
0
年
1
0
月
1
9
日
頃
）

本
社
組
織
は
過
去

(2
0
1
5
年
4
月
2
8
日
）
の

判
断
に
疑
問
を
持
た
な

か
っ
た
。

本
社
組
織
は
，
過
去

の
判
断
（
解
釈
）
に
つ
い

て
，
再
検
討
す
る
必
要

は
な
い
と
考
え
た
。

本
社
組
織
で
は
，
「
常

に
問
い
か
け
る
姿
勢
」

が
十
分
に
育
成
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。

本
社
組
織
は
，
当
該

事
案
へ
の
対
応
に
つ
い

て
，
一
部
の
関
係
者
の

み
で
検
討
し
た
。

本
社
組
織
は
，
特
重

非
公
開
ガ
イ
ド
誤
廃
棄

事
案
の
情
報
を
Ｃ
Ｒ
登

録
し
な
か
っ
た
。

特
重
非
公
開
ガ
イ
ド
は
，

「
非
Ｑ
Ｍ
Ｓ
文
書
」
で
あ

り
不
適
合
管
理
の
適

用
外
だ
っ
た
。

【
原
因
１
】
と
同
じ
。

【
対
策
１
】
と
同
じ
。

本
社
組
織
は
，
Ｑ
Ｍ
Ｓ

文
書
で
規
定
し
て
い
る

プ
ロ
セ
ス
以
外
は
，
不

適
合
管
理
（
Ｃ
Ｒ
登

録
）
不
要
と
考
え
た
。

本
社
組
織
は
，
積
極
的

に
Ｃ
Ｒ
登
録
す
る
と
い
う

認
識
が
不
足
し
て
い
た
。

【
原
因
３
】
本
社
組
織
の
Ｃ
Ｒ
登
録
に
対

す
る
意
識
が
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
た

め
，
問
題
が
組
織
内
で
共
有
さ
れ
な

か
っ
た
。

【
対
策
３
】
本
社
組
織
に
お
け
る
Ｃ
Ｒ
登
録
の
奨
励

「
報
告
す
る
文
化
」
を
育
成
す
る
た
め
の
施
策
と

し
て
，
本
社
組
織
内
で
Ｃ
Ｒ
登
録
を
奨
励
す
る
。

c
本
社
組
織
の
原
子
力
安
全
文

化
の
課
題
を
十
分
に
検
出
で
き

な
か
っ
た
。

原
子
力
安
全
文
化
の

状
態
を
分
析
・
評
価
す

る
た
め
の
デ
ー
タ
が
十

分
で
な
か
っ
た
。

原
子
力
安
全
文
化
の

状
態
を
分
析
・
評
価
す

る
た
め
の
，
客
観
的
な

デ
ー
タ
を
収
集
し
て
い
な

か
っ
た
。

本
社
組
織
・
発
電
所

組
織
に
お
け
る
「
ふ
る
ま

い
」
や
「
判
断
」
等
を
客

観
的
デ
ー
タ
と
し
て
収

集
し
，
分
析
・
評
価
す

る
体
制
お
よ
び
プ
ロ
セ
ス

が
な
か
っ
た
。

【
原
因
４
】
本
社
組
織
に
お
け
る
原
子

力
安
全
文
化
の
状
態
を
，
客
観
的
に

分
析
・
評
価
す
る
体
制
お
よ
び
プ
ロ
セ

ス
が
な
か
っ
た
。

【
対
策
４
】
本
社
組
織
・
発
電
所
組
織
等
に
お
け
る

原
子
力
安
全
文
化
の
監
視
・
評
価
活
動
の
実

施
本
社
組
織
・
発
電
所
組
織
（
協
力
会
社
含

む
)を
対
象
と
す
る
監
視
・
評
価
活
動
に
よ
り
，
当

社
社
員
の
「
ふ
る
ま
い
」
や
「
判
断
」
等
を
客
観

的
に
観
察
し
て
収
集
し
た
デ
ー
タ
を
分
析
・
評
価

し
，
原
子
力
安
全
文
化
の
課
題
お
よ
び
劣
化

兆
候
を
早
期
に
把
握
す
る
た
め
の
体
制
整
備
お

よ
び
プ
ロ
セ
ス
構
築
を
行
う
。

「
本
部
不
適
合
等
管
理
手
順
書
」
人
的
過
誤
分
析
実
施
手
順
に
従
い
分
析
を
実
施

【
件
名
：
「
特
重
非
公
開
ガ
イ
ド
「実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
に
関
す
る
審
査
ガ
イ
ド
に
お
け
る
航
空
機
等
の
特
性
等
の
制
定
に
つ
い
て
」
の
誤
廃
棄
に
つ
い
て
」
】

分
析
対
象
事
象
：
特
重
非
公
開
ガ
イ
ド
誤
廃
棄
事
案
判
明
時
に
直
ち
に
規
制
庁
へ
報
告
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
，
当
該
事
案
判
明
か
ら
約
6
年
2
カ
月
後
に
規
制
庁
へ
報
告
し
た
。
(報
告
遅
れ
）
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（３）対策の具体的な実施内容 

それぞれの原因に対して，これまでの対応状況を踏まえ，対策を策定した。各対策項

目の効果および効果が期待できる理由も含めて，対策の具体的な実施内容を第１表に示

す。 

また，第１表で示した４項目の対策についての特重非公開ガイド誤廃棄事案の報告遅

れに対する有効性評価ケーススタディを第２図に示す。 

 

第１表 対策の具体的な実施内容（１/４）【対策１】 

原因 【原因１】特重非公開ガイドは「非ＱＭＳ文書」の扱いであったため，ＣＡＰが適用され

なかった。 

これまでの 

対応状況 

本社組織 発電所組織 

・特重非公開ガイドは「非ＱＭＳ文書」の

扱いであった。 

・本社組織内においても，ＱＭＳに沿った

文書管理は適切に実施されている。 

 ― 

対策項目 【対策１】本社組織の文書管理プロセス見直し 

・特重非公開ガイドの扱いをＱＭＳにより明確化する。 

具体的な 

実施内容 

実施内容 担当箇所 備考 

１．特重非公開ガイドを「外部文書」（ＱＭＳ文書）とし

て管理 

電源事業本部 

（原子力品質保証） 

（原子力機械設計） 

実施済み 

期待する 

効果 

・ＱＭＳ文書と位置付けることで，廃棄や紛失等の事象が生じた際にＣＡＰにより本社

組織内で幅広く情報共有される。 

効果が期待 

できる理由 

・ＱＭＳに沿った対応を行うことについては，本社組織内においてもすでに浸透してお

り，発生した事象の幅広い情報共有に効果があるものと考える。 
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第１表 対策の具体的な実施内容（２/４）【対策２】 

原因 【原因２】本社組織に対する原子力安全文化を育成する施策が十分ではなかった。 

 

これまでの 

対応状況 

本社組織 発電所組織 

・本社組織に対する原子力安全文化の育成

および維持活動に関する具体的な施策指

示は，発電所に比べて少ない状況にあ

り，ほとんどの活動が，活動方針に沿っ

て自箇所（自グループ）で策定したもの

となっていた。 

・これにより，原子力安全文化の育成およ

び維持活動が，各所任せとなってしま

い，発電所と比較して十分ではないまま

となっていた。 

・発電所組織等に対しては，原子力強化プ

ロジェクトから，「原子力安全文化の日」

の行事や原子力安全文化講演会に加え，

職場研修や行動基準の設定・実践等の具

体的施策の指示を受けて活動してきてお

り，これらの活動は，効果を上げてきた

と評価している。 

・過去の不適切事案における原子力安全文

化の課題に対する施策の実施内容と有効

性評価を第２表に示す。 

対策項目 【対策２】本社組織に対する原子力安全文化の育成および維持活動の充実 

・本社組織の「常に問いかける姿勢」「報告する文化」を確かなものとするための

施策を実施する。 

具体的な 

実施内容 

実施内容 担当箇所 備考 

１．職場話し合い研修 電源事業本部 

（原子力品質保証） 

 

２．過去の不適切事案に関する事例研修 電源事業本部 

（原子力品質保証） 

 

３．グループ行動基準の策定・実践 電源事業本部 

（原子力品質保証） 

 

４．業務点検活動 電源事業本部 

（原子力品質保証） 

 

５．役員と本社社員との意見交換 電源事業本部 

（原子力品質保証） 

継続実施 

６．原子力安全文化講演会 電源事業本部 

（原子力品質保証） 

継続実施 

７．「原子力安全文化の日」行事の参加 電源事業本部 

（原子力品質保証） 

継続実施 

期待する 

効果 

・本社組織の「報告する文化」「常に問いかける姿勢」をはじめとする原子力安全文化

に関する意識の向上を図り確かなものにする。 

効果が期待 

できる理由 

・発電所組織では既に効果を上げてきた施策であり，それと同等の施策を本社組織に展

開して活動することにより，期待どおりの効果が見込まれる。 
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第１表 対策の具体的な実施内容（３/４）【対策３】 

原因 【原因３】本社組織のＣＲ登録に対する意識が浸透していなかったため，問題が組織内で

共有されなかった。 

これまでの 

対応状況 

本社組織 発電所組織 

・本社組織には，発電所のように幅広に積

極的にＣＲ登録する意識が浸透していな

かった。 

 

・発電所のＣＲは，所員・協力会社社員か

ら幅広に積極的に登録されている。 

 

対策項目 【対策３】本社組織におけるＣＲ登録の奨励 

・本社組織内にＣＲ登録に対する意識を浸透させるため，ＣＲ登録を奨励する。 

具体的な 

実施内容 

実施内容 担当箇所 備考 

１．管理層によるＣＲ登録の奨励 電源事業本部 

（原子力品質保証） 

 

期待する 

効果 

・日常業務で積極的なＣＲ登録を促すことにより，本社組織内にＣＲ登録に対する意識

を浸透させ，問題の共有が図れる組織を目指す。 

効果が期待 

できる理由 

・本社組織で「報告する文化」の基礎としてＣＲ登録を奨励することにより，社員から

のＣＲ登録が増加し，より多くの報告が挙がることにより，問題が組織内で共有され

やすくなる。 
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第１表 対策の具体的な実施内容（４/４）【対策４】 

原因 【原因４】本社組織における原子力安全文化の状態を，客観的に分析・評価する体制およ

びプロセスがなかった。 

これまでの 

対応状況 

・各部所の個別活動の実施状況および評価結果をとりまとめ，原子力安全文化に関する

意識調査（アンケート）結果および補助指標との照合に基づき，自己評価を行ってい

るが，意識調査（アンケート）は対象組織・対象者の主観に依っており，その「ふる

まい」や「判断」などを客観的な視点で評価できていない。 

・また，補助指標については顕在化した状態の傾向を確認することに止まっており，潜

在的な原子力安全文化の課題および劣化兆候を検出できるものとなっていなかった。 

対策項目 【対策４】本社組織・発電所組織等における原子力安全文化の監視・評価活動の実施 

・本社組織・発電所組織（協力会社含む)を対象とする監視・評価活動により，当

社社員の「ふるまい」や「判断」等を客観的に観察して収集したデータを分析・

評価し，原子力安全文化の課題および劣化兆候を早期に把握するための体制整備

およびプロセス構築を行う。 

具体的な 

実施内容 

実施内容 担当箇所 備考 

１．原子力安全文化の監視・評価活動を

実施する体制の構築 

電源事業本部 

（原子力品質保証） 

・原子力安全文化の監視・評

価機能の体制整備およびプ

ロセス構築の概要を第３表

に，原子力安全文化の監 

視・評価活動手順（試行）※

を別紙１に示す。 

２．原子力安全文化の監視・評価活動プ

ロセスの構築 

電源事業本部 

（原子力品質保証） 

３．「電源事業本部（原子力品質保証）」

の部長以下の組織名称を「電源事業本

部（原子力安全監理）」に改称 

電源事業本部 

（原子力品質保証） 

期待する 

効果 

・評価対象組織・対象者の「ふるまい」や「判断」等を客観的に捉えて潜在的な課題お

よび劣化兆候を早期に把握するとともに，その評価結果を原子力安全文化の状態を表

す一つのデータとして活用することで改善に資する。監視・評価活動が原子力安全文

化の改善に資する仕組みを第３図に示す。 

・「原子力安全監理」と改称することで，部長以下の組織が，原子力安全文化の育成お

よび維持活動とその監督を主たる業務とする組織であることを明確にする。 

効果が期待 

できる理由 

・保安業務に直接携わらない監視評価グループが，本社組織・発電所組織（協力会社含

む)を対象にふるまいを客観的に観察することによって収集したデータを分析・評価

することで期待どおりの効果が見込まれる。 

 

※ 現在，手順（試行）により活動しており，今後試行結果を反映し保安規定施行にあわせて 

 ＱＭＳ文書（三次文書）として制定する予定。 
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第
２
図
 
対
策
の
特
重
非
公
開
ガ
イ
ド
誤
廃
棄
事
案
の
報
告
遅
れ
に
対
す
る
有
効
性
評
価
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
 

適
切
な
プ
ロ
セ
ス

（
あ
る
べ
き
姿
）

本
社
の
対
応
①

（
2
0
1
5
年
4
月
）

本
社
の
対
応
②

（
2
0
2
0
年
1
0
月
）

対
策
１
、
２
、
３
の
有
効
性

（
改
善
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
）

対
策
４
の
有
効
性

（
監
視
・
評
価
活
動
）

1
.
気
づ
い
た
問
題
は
、

組
織
で
共
有
さ
れ
る
。
特
重
非
公
開
ガ
イ
ド
を

誤
廃
棄
し
た
と
い
う
情

報
を
、
本
社
組
織
の
一

部
の
関
係
者
の
み
で
共

有
し
た
。

特
重
非
公
開
ガ
イ
ド
誤

廃
棄
事
案
の
存
在
と
そ

れ
を
規
制
庁
に
報
告
し

て
い
な
い
と
い
う
情
報

を
、
本
社
組
織
の
一
部

の
関
係
者
の
み
で
共
有

し
た
。

Ｑ
Ｍ
Ｓ
適
用
文
書
で
あ
る
特
重

非
公
開
ガ
イ
ド
の
誤
廃
棄
が
発

生
し
た
と
い
う
情
報
は
、
本
社

に
て
Ｃ
Ｒ
登
録
さ
れ
、
組
織
内

に
共
有
さ
れ
る
。

文
書
レ
ビ
ュ
ー
に
よ
り
、
特
重
非
公
開

ガ
イ
ド
の
誤
廃
棄
事
案
が
Ｃ
Ｒ
登
録
さ

れ
た
こ
と
を
確
認
し
、
対
応
プ
ロ
セ
ス

を
監
視
す
る
。

2
.
問
題
は
、
組
織
で
そ

の
対
応
を
検
討
さ
れ
、

適
切
な
判
断
が
行
わ

れ
る
。

本
社
組
織
の
一
部
の
関

係
者
の
み
で
秘
密
保
持

契
約
の
解
釈
と
事
案
へ

の
対
応
を
検
討
し
、
規

制
庁
へ
の
報
告
は
不
要

と
判
断
し
た
。

本
社
組
織
の
一
部
の
関

係
者
の
み
で
過
去
の
解

釈
の
と
お
り
対
応
す
る

こ
と
と
し
、
規
制
庁
へ

の
報
告
は
不
要
と
判
断

し
た
。

特
重
非
公
開
ガ
イ
ド
誤
廃
棄
事

案
の
対
応
は
「
不
適
合
等
管
理

委
員
会
」
で
審
議
さ
れ
、
『
秘

密
保
持
契
約
を
幅
広
に
捉
え
て
、

速
や
か
な
報
告
が
必
要
』
と
判

断
さ
れ
る
。

「
不
適
合
等
管
理
委
員
会
」
を
観
察
し
、

適
切
な
判
断
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
監
視

す
る
。

判
断
が
適
切
で
な
い
場
合
は
、
そ
の
是

正
を
求
め
る
。

3
.
問
題
を
解
消
す
る
た

め
、
適
切
な
処
置
が

実
施
さ
れ
る
。

本
社
組
織
は
、
特
重
非

公
開
ガ
イ
ド
誤
廃
棄
事

案
の
発
生
を
規
制
庁
に

報
告
し
な
か
っ
た
。

本
社
組
織
は
、
特
重
非

公
開
ガ
イ
ド
誤
廃
棄
事

案
の
発
生
を
規
制
庁
に

報
告
し
な
か
っ
た
。

本
社
組
織
は
、
特
重
非
公
開
ガ

イ
ド
誤
廃
棄
事
案
の
発
生
を
、

速
や
か
に
規
制
庁
へ
報
告
す
る
。

Ｃ
Ａ
Ｐ
デ
ー
タ
を
レ
ビ
ュ
ー
し
、
の
特

重
非
公
開
ガ
イ
ド
誤
廃
棄
事
案
の
発
生

を
決
定
通
り
に
規
制
庁
へ
報
告
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
を
監
視
す
る
。

規
制
庁
へ
報
告
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

ま
た
,

会
議
観
察
や
Ｃ
Ｒ
デ
ー
タ
レ
ビ
ュ
ー
結

果
を
原
子
力
安
全
文
化
の
視
点
で
分
析

し
、
原
子
力
安
全
文
化
の
課
題
・
劣
化

兆
候
を
検
出
す
る
。

凡
例
赤
字
：
あ
る
べ
き
姿
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

青
字
：
対
策
の
効
果

監
視

監
視

監
視
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第
３
図
 
監
視
・
評
価
活
動
が
原
子
力
安
全
文
化
の
改
善
に
資
す
る
仕
組
み
 

原
子
力
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
活
動
の
P
D
C
A

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ
電
源
事
業
本
部

活
動
方
針
・
活
動
計
画
の
策
定

改
善
策
の
策
定

活
動

実
施

自
己
評
価

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
【
原
子
力
安
全
文
化
の
自
己
評
価
】

「
意
識
調
査
の
分
析
・
評
価
」
、
「
原
子
力
安
全
文
化
醸
成
の
個
別
活
動
評
価
」

お
よ
び
「
監
視
・
評
価
結
果
」か
ら
、
本
社
組
織
・
発
電
所
組
織
（
協
力
会
社
を
含

む
）
の
「
原
子
力
安
全
文
化
醸
成
方
針
」
や
「
行
動
基
準
」
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
検
出

し
て
総
合
的
に
自
己
評
価
を
行
い
、
原
子
力
安
全
文
化
の
状
態
を
把
握
す
る
。
ま

た
、
自
己
評
価
結
果
と
有
識
者
会
議
等
の
提
言
を
踏
ま
え
た
改
善
策
を
、
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
す
る
。

①
意
識
調
査
の
分
析
・
評
価
：

本
社
組
織
・
発
電
所
組
織
（
協
力
会
社
を
含
む
）
社
員
を
対
象
と
し
て
「
安
全

文
化
の
行
動
基
準
」
に
対
す
る
意
識
調
査
（
ア
ン
ケ
ー
ト
）
を
実
施
し
、
組
織
別
、

年
代
別
等
の
原
子
力
安
全
文
化
の
状
態
を
把
握
す
る
。

②
原
子
力
安
全
文
化
醸
成
の
個
別
活
動
評
価
：

本
社
組
織
・
発
電
所
組
織
（
協
力
会
社
を
含
む
）
：
各
組
織
は
、
個
別
に
実

施
す
る
原
子
力
安
全
文
化
醸
成
活
動
の
実
効
性
を
評
価
す
る
。

③
監
視
・
評
価
結
果
：

監
視
評
価
グ
ル
ー
プ
が
実
施
す
る
本
社
組
織
・
発
電
所
組
織
（
協
力
会
社
を

含
む
）
の
監
視
・
評
価
の
結
果

内
部
監
査
部
門

規
制
要
求
に
基
づ
き
、
保
安
活
動
の
た
め
の

品
質
保
証
活
動
の
各
業
務
（
P
D
C
A
）
の

適
合
性
と
実
効
性
を
確
認

監
査

監
視

デ
ー
タ
収
集

•
行
動
観
察
（
作
業
観
察
、
会
議
観
察
）

•
文
書
・
デ
ー
タ
レ
ビ
ュ
ー
（
C

R
デ
ー
タ
等
）

•
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

分
析
・
評
価

•
原
子
力
安
全
文
化
１
０
特
性
コ
ー
ド
の
付
与

•
原
子
力
安
全
文
化
の
課
題
お
よ
び
劣
化
兆
候

の
リ
ス
ク
レ
ベ
ル
の
分
析
・
評
価

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

•
本
社
組
織
お
よ
び
発
電
所
組
織
へ
の
分
析
・

評
価
結
果
の
定
期
的
提
供

•
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト

監
視
・
評
価
活
動

本
社
組
織
お
よ
び
発
電
所
組
織
（
協
力
会
社
含
む
）
の
社
員
・
協
力

会
社
社
員
の
ふ
る
ま
い
を
観
察
し
、
そ
の
結
果
を
原
子
力
安
全
文
化
の

視
点
で
分
析
・
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
子
力
安
全
文
化
の
課
題
お
よ

び
劣
化
兆
候
を
早
期
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
傾
向
を
継
続
的
に
監

視
し
て
改
善
を
促
す
。

監
視
・
評
価
結
果

凡
例
：
赤
字
が
変
更
箇
所
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３．対策の効果の維持・向上に向けた施策 

前項２．の対策の効果について，継続的に維持し向上させるため，以下の施策を実施す

る。 

（１）健全な原子力安全文化を追求する当社の取組姿勢の明確化 

これまでの不適切事案および特重非公開ガイド誤廃棄報告遅れを踏まえて，本社組

織，発電所組織または協力会社の区別なく原子力発電に携わる一人ひとりが健全な原子

力安全文化を追求することを確実にすることが，社長の責任であるとの姿勢を改めて保

安規定に定める。 

（２）原子力安全文化の育成および維持活動体制の見直し 

特重非公開ガイド誤廃棄報告遅れの対策も含め，今後の原子力安全文化の育成および

維持活動を効果的に実施するため，以下の考え方に基づき，電源事業本部が全責任をも

って取り組む体制に見直す。 

原子力安全文化の育成および維持活動体制見直し前後の仕組みの比較を第４図に示

す。 

また，原子力安全文化の育成および維持活動体制の見直し前後比較を第４表に示す。 

 a ．これまでの体制と仕組み 

これまでは点検不備問題の課題に対応するため，第４図における見直し前のとお

り，原子力強化プロジェクトを設置して，原子力強化プロジェクトと電源事業本部と

が連携しつつ，役割や責任を分担した体制・仕組みで，原子力安全文化の育成および

維持活動を実施している。 

 b ．体制見直しのねらい 

前述２．で示した【対策２】および【対策４】の実施に伴って，活動が拡充される

ことを踏まえて，この２つの対策も含めた原子力安全文化の育成および維持活動を遺

漏なく実施するため，役割や責任を１つの組織（電源事業本部）に集約する。 

また，原子力発電の特殊性や特徴に関する知識を持った要員を抱える組織（電源事

業本部）が一貫した役割や責任をもって主体的に進めることで，自己評価結果，監

視・評価結果，有識者会議の提言，マネジメントレビューのアウトプットのそれぞれ

から抽出された課題を総括して改善策を検討し，より実効的な改善施策を策定・実施

することができるようになり，原子力安全文化の育成および維持活動の効果をより高

めることになる。 
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（３）原子力安全文化の監視・評価活動体制の構築 

原子力安全文化の課題および劣化兆候を早期に把握するための本社組織・発電所組織

（協力会社含む)を対象とする監視・評価活動について，継続的に維持し向上させるた

め，体制を保安規定に反映するとともに，プロセス（手順）をＱＭＳとして定める。 

 

以上を踏まえた，原子力安全文化の育成および維持活動体制の見直し等の全体像（概

要）について，第５図に示す。 
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原子力安全文化の育成および維持活動の仕組み（体制見直し後） 

第４図 原子力安全文化の育成および維持活動体制見直し前後の仕組みの比較

Ｐ

•マネージメントレビューインプット、改善施策および原子力強

化プロジェクトの指示施策PJ-Aを踏まえ、原子力安全文化

の育成および維持活動計画を策定する。

Ｄ
•原子力安全文化の育成および維持活動を実施する。

Ｃ

•自己評価結果と改善案を作成し、原子力強化プロジェクト

に提出する。

電源事業本部

Ｃ

•電源事業本部の原子力安全文化の自己

評価結果と改善案を取りまとめ、有識者会

議に報告する。

Ｃ

•有識者会議の提言を社長に報告し、社長

の意見・指示を受け、それらを電源事業本

部に共有する。

PJ-Ａ

•原子力安全文化の育成および維持施策を策定

し、電源事業本部へその実施を指示する。

Ｃ

•原子力強化プロジェクトから共有された有識者会議

提言および社長指示を踏まえ、改善案を見直す。

Ａ
•改善施策を策定する。

マネレビ

•評価結果および改善案をマネジメントレビューにイン

プットし、アウトプット（社長指示）を受ける。

原子力強化プロジェクト

提出

共有

指示

現在のPDCAサイクルの課題
• 原子力強化プロジェクトと電源事業本部とが連携しつつ，原子力安全文化の育成および維持活動の役割や責任を分担している。
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Ｐ
•マネージメントレビューアウトプット，改善施策を踏まえ，原子力安全文化の育

成および維持活動計画を策定する。

Ｄ
•原子力安全文化の育成および維持活動を実施する。

Ｃ
•自己評価結果，監視・評価結果を踏まえて改善案を作成して，有識者会

議に報告し，直接，意見提言を受ける。

有識者

会議

Ｃ
•有識者会議提言を踏まえ，改善案を見直す。

Ａ
•改善施策を策定する。

マネレビ

•評価結果および改善案をマネジメントレビューにインプットし，アウトプット（社

長指示）を受ける。

電源事業本部

体制見直しのねらい
• 対策の実施に伴って活動が拡充されることを踏まえて，遺漏なく実施するため，役割や責任を一つの組織（電源事業本部）に集約する。
• 原子力発電の知識を持った要員を抱える電源事業本部が一貫した役割や責任をもって主体的に進めることで，より実効的な改善施策を
策定・実施することができるようになり，原子力安全文化の育成および維持活動の効果をより高めることになる。
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４．保安規定の変更内容 

前項３．を踏まえた変更箇所を以下に示す。 

また，保安規定の変更内容を第５表に示す。 

（１）第２条の３（安全文化の育成および維持） 

 a ．特重非公開ガイド誤廃棄報告遅れを踏まえて，原子力安全文化に対する当社の姿勢

を改めて記載する。 

 b ．原子力強化プロジェクトの記載を削除する。 

（２）第４条（保安に関する組織） 

 a ．原子力安全文化の育成および維持活動とその監督を主たる業務とする組織であるこ

とを明確にするため，「電源事業本部（原子力品質保証）」を「電源事業本部（原子

力安全監理）」に名称変更する。 

 b ．電源事業本部（原子力安全監理）マネージャー（監視評価）を，保安に関する組織

に新設する。 

（３）第５条（保安に関する職務） 

 a ．第２条の３にある有識者会議に係る記載を，第５条に転記する。 

（ a ）社長は，第三者の視点から健全な安全文化の育成および維持活動に対する提言を

受けるため，社外有識者を中心とした「原子力安全文化有識者会議」を設置するこ

とを，同条第１項（１）に規定する。 

（ b ）電源事業本部長は，健全な安全文化を育成し，および維持を推進するための活動

（活動の実施状況および実効性ならびに次年度の活動計画を適宜有識者会議に報告

し，提言を受けることを含む）を統括することを，同条第１項（２）に規定する。 

 b ．電源事業本部部長（原子力安全監理）は，品質保証活動（独立監査業務を除く。）

の総括に関する業務を行うこと，また，健全な安全文化を育成し，および維持する活

動（内部監査部門の活動を除く。）の総括に関する業務を行うことを，同条第１項

（５）に規定する。 

 c ．マネージャー（監視評価）は，健全な安全文化を育成し，および維持する活動に係

る取り組み状況（内部監査部門の活動を除く。）の監視・評価に関する業務を行うこ

とを，同条第１項（12）に規定する。 

 d ．同条第３項（１）〔緊急時の措置，保安教育ならびに記録および報告〕および同条

第３項（２）〔指示・指導，品質保証活動〕に，マネージャー（監視評価）を追加す

る。 

19



（４）その他の記載適正化 

第３条，第５条において，記載の適正化を行う。 

 

20



第
５
表
 
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
（
１
/９

）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

変
更
理
由
 

（
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
）

 

第
２
条
の
３

 
第
２
条
（
基
本
方
針
）
に
係
る
保
安
活
動
を
実
施
す
る

に
あ
た
り
，
原
子
力
安
全
を
最
優
先
に
位
置
付
け
た
保
安
活
動
と

す
る
た
め
に
以
下
の
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持

す
る
活
動
を
行
う
。

 

（
１
）
社
長
は
，
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持
す
る
こ

と
を
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
と
と
も
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成

し
，
お
よ
び
維
持
す
る
活
動
が
行
わ
れ
る
体
制
を
確
実
に
す
る
。

ま
た
，
必
要
な
場
合
は
，
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
内
容
を
見
直
す
。

 

    （
２
）
社
長
は
，
第
三
者
の
視
点
か
ら
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ

び
維
持
活
動
に
対
す
る
提
言
を
受
け
る
た
め
，
社
外
有
識
者
を
中

心
と
し
た
「
原
子
力
安
全
文
化
有
識
者
会
議
」
（
以
下
「
有
識
者

会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
ま
た
，
健
全
な
安
全
文
化
の

育
成
お
よ
び
維
持
等
に
関
す
る
課
題
へ
の
対
応
業
務
を
分
掌
す
る

「
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
設
置
す
る
。
「
原
子
力
強
化

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
業
務
分
掌
，
職
位
お
よ
び
職
務
権
限
を
「
組

織
規
程
」
に
定
め
る
。

 

（
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
）

 

第
２
条
の
３

 
第
２
条
（
基
本
方
針
）
に
係
る
保
安
活
動
を
実
施
す
る

に
あ
た
り
，
原
子
力
安
全
を
最
優
先
に
位
置
付
け
た
保
安
活
動
と

す
る
た
め
に
以
下
の
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持

す
る
活
動
を
行
う
。

 

（
１
）
社
長
は
、
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
の
責
任
と
し
て
、
当
社
お
よ
び
関

連
す
る
協
力
会
社
の
安
全
文
化
の
状
況
を
把
握
し
、
外
部
か
ら
の

意
見
も
取
り
入
れ
な
が
ら
、
継
続
的
に
安
全
文
化
を
改
善
し
て
い

く
。

 

    

（
削
除
）
 

      

     〇
過
去
の
不
適
切
事
案
を
踏
ま
え
て
，
原
子
力
安
全

文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
へ
の
経
営
層
の
関
与
に

つ
い
て
の
記
載
を
追
加
す
る
。

 

〇
原
子
力
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
活
動
推
進

体
制
の
見
直
し
に
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い
，
外
部
か
ら
の
意
見
（
有

識
者
会
議
か
ら
の
意
見
・
提
言
）
に
つ
い
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の
記

載
を
追
加
す
る
。

 

 〇
原
子
力
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
活
動
推
進

体
制
の
見
直
し
に
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い
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原
子
力
強
化
プ
ロ
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ト
の
記
載
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削
除
す
る
。

 

〇
「
第
三
者
の
視
点
か
ら
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成

お
よ
び
維
持
活
動
に
対
す
る
提
言
を
受
け
る
た

め
，
社
外
有
識
者
を
中
心
と
し
た
「
原
子
力
安
全

文
化
有
識
者
会
議
」（

以
下
「
有
識
者
会
議
」
と

い
う
。）

を
設
置
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
，
第

５
条
に
同
じ
意
図
の
記
載
を
追
加
す
る
。

 

 
 

凡
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字
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線
が
変
更
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第
５
表
 
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
（
２
/９

）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

変
更
理
由
 

（
３
）
電
源
事
業
本
部
長
は
，
「
原
子
力
安
全
文
化
醸
成
基
本
要
領
」

を
定
め
，
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
を
推
進
す
る
た

め
の
活
動
を
統
括
す
る
。

 

        （
４
）
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
長
は
，
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成

お
よ
び
維
持
に
関
す
る
課
題
へ
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対
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業
務
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括
す
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「
原
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安
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化
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会
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要
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を
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会
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健
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全
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び
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活
動
に
対

す
る
提
言
を
受
け
る
。

 

 

（
削
除
）
 

          

（
削
除
）
 

  

〇
以
下
の
と
お
り
，
第
３
条
お
よ
び
第
５
条
に
お
い
て
，
同
じ

意
図
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
第
２
条
の
３
の
記
載
は
不

要
と
判
断
す
る
。

 

・「
電
源
事
業
本
部
長
は
，『

原
子
力
安
全
文
化
醸
成
基
本
要

領
』
を
定
め
」
る
こ
と
に
つ
い
て
は
，
第
３
条
４
．
２
．

１
（
３
）
の
表
に
同
じ
意
図
の
記
載
が
あ
る
。

 

・「
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
を
推
進
す
る
た

め
の
活
動
を
統
括
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
，
第
３
条

５
．
５
．
２
お
よ
び
第
５
条
（
２
）
お
よ
び
（
３
）
に
同

じ
意
図
の
記
載
が
あ
る
。

 

 

〇
以
下
の
と
お
り
，
第
５
条
に
同
じ
意
図
の
記
載
を
追
加
す
る

こ
と
で
，
第
２
条
の
３
の
記
載
は
不
要
と
判
断
す
る
。

 

・「
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
長
は
，
健
全
な
安
全
文
化

の
育
成
お
よ
び
維
持
に
関
す
る
課
題
へ
の
対
応
業
務
を
統

括
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
，
第
５
条
（
２
）
に
同
じ
意

図
の
記
載
が
あ
る
。
た
だ
し
，
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
は
廃
止
す
る
こ
と
か
ら
，
電
源
事
業
本
部
長
の
職
務
と

す
る
。

 

・「
『
原
子
力
安
全
文
化
有
識
者
会
議
運
営
要
領
』
を
定
め
，

有
識
者
会
議
か
ら
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持

活
動
に
対
す
る
提
言
を
受
け
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
，
第

５
条
（
２
）
に
同
じ
意
図
の
記
載
を
追
加
す
る
。
た
だ

し
，「

原
子
力
安
全
文
化
有
識
者
会
議
」
の
運
営
に
係
る

手
順
は
，「

原
子
力
安
全
文
化
育
成
・
維
持
基
本
要
領
」

の
下
位
文
書
に
含
め
る
。

 

 
 

凡
例
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赤
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線
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変
更
箇
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第
５
表
 
保
安
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定
変
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）
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５
）
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ク
ト
長
は
，
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成

お
よ
び
維
持
に
関
す
る
課
題
へ
の
対
応
状
況
を
適
宜
有
識
者
会
議

に
報
告
し
，
提
言
を
受
け
る
。
有
識
者
会
議
か
ら
の
提
言
を
社
長

へ
報
告
し
，
社
長
の
意
見
を
踏
ま
え
て
部
所
長
（
第
５
条
（
保
安

に
関
す
る
職
務
）
第
３
項
か
ら
第
１
１
項
に
定
め
る
職
位
）
へ
健

全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
活
動
に
反
映
す
る
こ
と
を
指

示
す
る
と
と
も
に
電
源
事
業
本
部
長
へ
指
示
の
内
容
を
通
知
す

る
。

 

            （
６
）
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
長
は
，
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成

お
よ
び
維
持
に
関
す
る
課
題
へ
の
対
応
の
有
効
性
評
価
を
行
い
，

評
価
結
果
を
踏
ま
え
た
次
年
度
の
活
動
計
画
に
つ
い
て
有
識
者
会

議
へ
報
告
し
て
提
言
を
受
け
，
有
識
者
会
議
か
ら
の
提
言
を
踏
ま

え
社
長
へ
報
告
す
る
。
社
長
の
意
見
を
踏
ま
え
た
次
年
度
の
活
動

計
画
に
つ
い
て
電
源
事
業
本
部
長
へ
指
示
す
る
。

 

 

（
削
除
）
 

                   

（
削
除
）
 

〇
以
下
の
と
お
り
，
第
３
条
に
記
載
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
仕
組
み
に
よ
っ
て
実
施
す
る
こ
と
お
よ
び
第
５
条
に
同

じ
意
図
の
記
載
を
追
加
す
る
こ
と
で
，
第
２
条
の
３
の
記
載

は
不
要
と
判
断
す
る
。

 

・「
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
長
は
，
健
全
な
安
全
文
化

の
育
成
お
よ
び
維
持
に
関
す
る
課
題
へ
の
対
応
状
況
を
適

宜
有
識
者
会
議
に
報
告
し
，
提
言
を
受
け
る
」
こ
と
に
つ

い
て
は
，
第
５
条
（
２
）
に
同
じ
意
図
の
記
載
を
追
加
す

る
。

 

・「
有
識
者
会
議
か
ら
の
提
言
を
社
長
へ
報
告
し
，
社
長
の

意
見
を
踏
ま
え
て
部
所
長
（
第
５
条
（
保
安
に
関
す
る
職

務
）
第
３
項
か
ら
第
１
１
項
に
定
め
る
職
位
）
へ
健
全
な

安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
活
動
に
反
映
す
る
こ
と
を

指
示
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
，
第
３
条
５
．
６
．
２
お

よ
び
５
．
６
．
３
に
記
載
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の

仕
組
み
に
よ
っ
て
包
含
し
て
実
施
で
き
る
。

 

・「
電
源
事
業
本
部
長
へ
指
示
の
内
容
を
通
知
す
る
」
こ
と

に
つ
い
て
は
，
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
廃
止
す
る

こ
と
か
ら
，
記
載
は
不
要
と
な
る
。

 

 

〇
以
下
の
と
お
り
，
第
５
条
に
同
じ
意
図
の
記
載
を
追
加
す
る

こ
と
お
よ
び
第
３
条
に
同
じ
意
図
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か

ら
，
第
２
条
の
３
の
記
載
は
不
要
と
判
断
す
る
。

 

・「
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
に
関
す
る
課
題

へ
の
対
応
の
有
効
性
評
価
を
行
い
，
評
価
結
果
を
踏
ま
え

た
次
年
度
の
活
動
計
画
に
つ
い
て
有
識
者
会
議
へ
報
告
し

て
提
言
を
受
け
」
る
こ
と
に
つ
い
て
は
，
第
５
条
（
２
）

に
同
じ
意
図
の
記
載
を
追
加
す
る
。

 

・「
有
識
者
会
議
か
ら
の
提
言
を
踏
ま
え
社
長
へ
報
告
す

る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
，
第
３
条
５
．
６
．
２
に
同
じ
意

図
の
記
載
が
あ
る
。

 

・「
社
長
の
意
見
を
踏
ま
え
た
次
年
度
の
活
動
計
画
に
つ
い

て
電
源
事
業
本
部
長
へ
指
示
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
，

第
３
条
５
．
６
．
３
に
同
じ
意
図
の
記
載
が
あ
る
。

 
 

 

凡
例
：
赤
字
下
線
が
変
更
箇
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第
５
表
 
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
（
４
/９

）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

変
更
理
由
 

（
７
）
第
４
条
（
保
安
に
関
す
る
組
織
）
に
定
め
る
組
織
は
，
社
長
の

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
受
け
，
「
原
子
力
安
全
文
化
醸
成
基
本
要

領
」
に
基
づ
き
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
の
た
め
の

活
動
計
画
を
年
度
毎
に
策
定
し
，
活
動
計
画
に
基
づ
き
活
動
を
実

施
し
，
評
価
を
行
う
。

 

     （
８
）
電
源
事
業
本
部
長
は
，
活
動
の
実
施
状
況
お
よ
び
そ
の
評
価
結

果
を
ま
と
め
，
社
長
へ
報
告
し
，
指
示
を
受
け
，
（
６
）
の
原
子

力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
長
か
ら
の
指
示
を
含
め
活
動
計
画
へ
反
映

す
る
。

 

（
削
除
）
 

         

（
削
除
）
 

〇
以
下
の
と
お
り
，
第
３
条
に
同
じ
意
図
の
記
載
が
あ
る
こ
と

か
ら
，
第
２
条
の
３
の
記
載
は
不
要
と
判
断
す
る
。

 

「
第
４
条
（
保
安
に
関
す
る
組
織
）
に
定
め
る
組
織
は
，
社

長
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
受
け
，「

原
子
力
安
全
文
化
醸

成
基
本
要
領
」
に
基
づ
き
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ

び
維
持
の
た
め
の
活
動
計
画
を
年
度
毎
に
策
定
し
，
活
動

計
画
に
基
づ
き
活
動
を
実
施
し
，
評
価
を
行
う
」
こ
と
に

つ
い
て
は
，
第
３
条
５
．
５
．
３
に
同
じ
意
図
の
記
載
が

あ
る
。

 

 

〇
以
下
の
と
お
り
，
第
３
条
に
同
じ
意
図
の
記
載
が
あ
る
こ
と

か
ら
，
第
２
条
の
３
の
記
載
は
不
要
と
判
断
す
る
。

 

・「
電
源
事
業
本
部
長
は
，
活
動
の
実
施
状
況
お
よ
び
そ
の

評
価
結
果
を
ま
と
め
，
社
長
へ
報
告
し
，
指
示
を
受
け
」

る
こ
と
に
つ
い
て
は
，
第
３
条
５
．
６
．
２
に
同
じ
意
図

の
記
載
が
あ
る
。

 

・「
（
６
）
の
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
長
か
ら
の
指
示
を

含
め
」
に
つ
い
て
は
，
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

廃

止
す
る
こ
と
か
ら
，
記
載
は
不
要
と
な
る
。

 

・「
活
動
計
画
へ
反
映
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
，
第
３
条

５
．
６
．
３
に
同
じ
意
図
の
記
載
が
あ
る
。

 

 
 

凡
例
：
赤
字
下
線
が
変
更
箇
所
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第
５
表
 
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
（
５
/９

）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

変
更
理
由
 

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
）

 

第
３
条

 第
２
条
に
係
る
保
安
活
動
の
た
め
の
品
質
保
証
活
動
を
実
施
す
る
に

あ
た
り
，
以
下
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
を
定
め
る
。

 

（
中
略
）

 

 ４
．
２
．
１

 
一
般
 

組
織
は
，
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
文
書
を
作
成

し
，
当
該
文
書
に
規
定
す
る
事
項
を
実
施
す
る
。

 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
文
書
体
系
を
「
図
２

 
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
文
書
体
系
図
」
に
示
す
。

 

（
中
略
）

 

 

（
３
）
実
効
性
の
あ
る
プ
ロ
セ
ス
の
計
画
的
な
実
施
お
よ
び
管
理
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
に
，
組
織
が
必
要
と
決
定
し
た
文
書

 

こ
の
う
ち
，
二
次
文
書
を
以
下
の
表
に
示
す
。

 

関
連
条
項
・

項
目

 

実
施
部
門
 

監
査
部
門
 

一
次
文
書
名
 

二
次
文
書
名

（
関
連
条
文

） 

制
定
者
 

一
次
文
書
名

 
二
次
文
書
名

（
関
連
条
文

） 

制
定
者
 

7.
1 

個
別
業
務
に

必
要
な
プ
ロ

セ
ス
の
計
画
 

（
つ
づ
き
）
 

原
子
力

品
質
保

証
規
程
 

原
子
力

品
質
保

証
細
則
 

原
子
力
安
全

文
化
醸
成
基

本
要
領
（
第

2

条
の

2）
 

電
源
事
業
 

本
部
長
 

原
子
力

品
質
保

証
規
程

 

原
子
力

安
全
管

理
監
査

細
則

 

原
子
力
安
全

管
理
監
査
要

領
（
第

2条
の

2）
 

内
部
監
査

部
門
部
長
 

（
原
子
力

監
査
）
 

 

原
子
力
安
全

文
化
醸
成
基

本
要
領
（
第

2

条
の

3）
 

電
源
事
業
 

本
部
長
 

 
 

 

 

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
）

 

第
３
条

 第
２
条
に
係
る
保
安
活
動
の
た
め
の
品
質
保
証
活
動
を
実
施
す
る
に
あ

た
り
，
以
下
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
を
定
め
る
。

 

（
中
略
）

 

 ４
．
２
．
１

 
一
般

 

組
織
は
，
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
文
書
を
作
成

し
，
当
該
文
書
に
規
定
す
る
事
項
を
実
施
す
る
。

 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
文
書
体
系
を
「
図
２

 
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
文
書
体
系
図
」
に
示
す
。

 

（
中
略
）

 

 

（
３
）
実
効
性
の
あ
る
プ
ロ
セ
ス
の
計
画
的
な
実
施
お
よ
び
管
理
が
な
さ
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
に
，
組
織
が
必
要
と
決
定
し
た
文
書

 

こ
の
う
ち
，
二
次
文
書
を
以
下
の
表
に
示
す
。

 

関
連
条
項
・

項
目

 

実
施
部
門
 

監
査
部
門
 

一
次
文
書
名
 

二
次
文
書
名

（
関
連
条
文

） 

制
定
者
 

一
次
文
書
名

 
二
次
文
書
名

（
関
連
条
文

） 

制
定
者
 

7.
1 

個
別
業
務
に

必
要
な
プ
ロ

セ
ス
の
計
画
 

（
つ
づ
き
）
 

原
子
力

品
質
保

証
規
程
 

原
子
力

品
質
保

証
細
則
 

原
子
力
安
全

文
化
醸
成
基

本
要
領
（
第

2

条
の

2,
第

2条

の
3,
第

3条
）
 電

源
事
業
 

本
部
長
 

原
子
力

品
質
保

証
規
程
 

原
子
力

安
全
管

理
監
査

細
則

 

原
子
力
安
全

管
理
監
査
要

領
（
第

2条
の

2,
第

3条
）
 

内
部
監
査

部
門
部
長

（
原
子
力

監
査
）
 

  

                     〇
記
載
を
適
正
化
す
る
。
 

  
 

凡
例
：
赤
字
下
線
が
変
更
箇
所
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第
５
表
 
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
（
６
/９

）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

変
更
理
由
 

（
保
安
に
関
す
る
組
織
）

 

第
４
条

 発
電
所
の
保
安
に
関
す
る
組
織
は
，
図
４
の
と
お
り
と
す
る
。

  

 図
４
 

 

保
安
に
関
す
る
組
織
）

 

第
４
条

 発
電
所
の
保
安
に
関
す
る
組
織
は
，
図
４
の
と
お
り
と
す
る
。

  

 図
４

 

 

        〇
「
電
源
事
業
本
部
（
原
子

力
品
質
保
証
）」

の
部
長
以

下
の
組
織
名
称
を
「
電
源

事
業
本
部
（
原
子
力
安
全

監
理
）」

に
改
称
す
る
。

 

  〇
監
視
・
評
価
活
動
に
つ
い

て
，
継
続
的
に
維
持
し
向

上
さ
せ
る
た
め
，
監
視
評

価
グ
ル
ー
プ
の
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
に
つ
い
て
記
載
を
追

加
す
る
。

 

〇
記
載
を
適
正
化
す
る
。

 

 
 

－
※
１
 

※
１
－
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
監
視
評
価
）
 

（
原
子
力
安
全
監
理
）
 

※
３
 

凡
例
：
赤
字
下
線
が
変
更
箇
所
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第
５
表
 
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
（
７
/９

）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

変
更
理
由
 

（
保
安
に
関
す
る
職
務
）

 

 第
５
条

 社
長
は
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
活
動
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
構
築
，
実
施
，
維
持
お
よ
び
改
善
を
統
括
す
る
。
保
安
に
関

す
る
組
織
（
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
（
以
下
，
「
原
子
炉
主
任
技
術

者
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
か
ら
報
告
を
受
け
た
場
合
，
「
ト
ラ
ブ
ル

等
の
報
告
に
関
す
る
社
長
対
応
指
針
」
に
基
づ
き
原
子
力
安
全
を
最
優
先

し
必
要
な
指
示
を
行
う
。
ま
た
，
第
２
条
の
２
（
関
係
法
令
お
よ
び
保
安

規
定
の
遵
守
）
お
よ
び
第
２
条
の
３
（
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
）

に
関
す
る
活
動
と
し
て
，
関
係
法
令
お
よ
び
保
安
規
定
の
遵
守
を
確
実
に

行
う
こ
と
な
ら
び
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持
す
る
こ

と
を
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
と
と
も
に
，
こ
れ
ら
の
活
動
が
行
わ
れ
る
体

制
を
確
実
に
す
る
。

 

    

２
．
電
源
事
業
本
部
長
は
，
品
質
保
証
活
動
（
独
立
監
査
業
務
を
除
く
。
）

の
実
施
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
管
理
責
任
者
と
し
て
，
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
具
体
的
活
動
を
統
括
す
る
。
ま
た
，
第
２

条
の
２
（
関
係
法
令
お
よ
び
保
安
規
定
の
遵
守
）
お
よ
び
第
２
条
の
３

（
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
）
に
関
す
る
活
動
と
し
て
，
保
安
に
関

す
る
組
織
に
お
け
る
関
係
法
令
お
よ
び
保
安
規
定
の
遵
守
を
確
実
に
行
う

た
め
の
活
動
な
ら
び
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持
す
る

活
動
を
統
括
す
る
。

 

 

（
保
安
に
関
す
る
職
務
）

 

第
５
条

 保
安
に
関
す
る
職
務
の
う
ち
，
本
社
組
織
の
職
務
は
次
の
と
お
り
。

 

（
１
）
社
長
は
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
活
動
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
の
構
築
，
実
施
，
維
持
お
よ
び
改
善
を
統
括
す
る
。
保
安
に
関
す

る
組
織
（
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
（
以
下
「
原
子
炉
主
任
技
術
者
」

と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
か
ら
報
告
を
受
け
た
場
合
，
「
ト
ラ
ブ
ル
等
の

報
告
に
関
す
る
社
長
対
応
指
針
」
に
基
づ
き
原
子
力
安
全
を
最
優
先
し
必

要
な
指
示
を
行
う
。
ま
た
，
関
係
法
令
お
よ
び
保
安
規
定
の
遵
守
を
確
実

に
行
う
こ
と
な
ら
び
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持
す
る

こ
と
を
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
と
と
も
に
，
こ
れ
ら
の
活
動
が
行
わ
れ
る

体
制
（
第
三
者
の
視
点
か
ら
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
活
動

に
対
す
る
提
言
を
受
け
る
た
め
，
社
外
有
識
者
を
中
心
と
し
た
「
原
子
力

安
全
文
化
有
識
者
会
議
」
（
以
下
「
有
識
者
会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
置

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
確
実
に
す
る
。

 

   （
２
）
電
源
事
業
本
部
長
は
，
品
質
保
証
活
動
（
独
立
監
査
業
務
を
除
く
。
）

の
実
施
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
管
理
責
任
者
と
し
て
，
品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
具
体
的
活
動
を
統
括
す
る
。
ま
た
，
保
安

に
関
す
る
組
織
（
内
部
監
査
部
門
を
除
く
。
）
に
お
け
る
関
係
法
令
お
よ

び
保
安
規
定
の
遵
守
を
確
実
に
行
う
た
め
の
活
動
な
ら
び
に
健
全
な
安
全

文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持
を
推
進
す
る
た
め
の
活
動
（
健
全
な
安
全

文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持
す
る
活
動
の
実
施
状
況
お
よ
び
実
効
性
評

価
な
ら
び
に
次
年
度
の
活
動
計
画
を
適
宜
有
識
者
会
議
に
報
告
し
，
提
言

を
受
け
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
統
括
す
る
。

 

 

 〇
記
載
を
適
正
化
す
る
。

 

     〇
「
第
２
条
の
２
（
関
係
法

令
お
よ
び
保
安
規
定
の
遵

守
）
お
よ
び
第
２
条
の
３

（
安
全
文
化
の
育
成
お
よ

び
維
持
）
に
関
す
る
活
動

と
し
て
，」

は
，
記
載
の
適

正
化
の
た
め
削
除
す
る
。

 

〇
有
識
者
会
議
の
役
割
と
設

置
に
つ
い
て
記
載
を
追
加

す
る
。

 

  〇
「
第
２
条
の
２
（
関
係
法

令
お
よ
び
保
安
規
定
の
遵

守
）
お
よ
び
第
２
条
の
３

（
安
全
文
化
の
育
成
お
よ

び
維
持
）
に
関
す
る
活
動

と
し
て
，」

は
，
記
載
の
適

正
化
の
た
め
削
除
す
る
。

 

〇
記
載
を
適
正
化
す
る
。

 

〇
有
識
者
会
議
へ
の
報
告
と

提
言
の
受
領
に
つ
い
て
記

載
を
追
加
す
る
。
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第
５
表
 
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
（
８
/９

）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

変
更
理
由
 

３
．
内
部
監
査
部
門
長
は
，
独
立
監
査
業
務
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
管
理
責
任
者
と
し
て
，
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

監
査
業
務
を
統
括
す
る
。
ま
た
，
第
２
条
の
２
（
関
係
法
令
お
よ
び
保
安

規
定
の
遵
守
）
に
関
す
る
活
動
と
し
て
，
内
部
監
査
部
門
に
お
け
る
関
係

法
令
お
よ
び
保
安
規
定
の
遵
守
を
確
実
に
行
う
た
め
の
活
動
を
統
括
す

る
。

 

（
中
略
）

 

 

     ５
．
電
源
事
業
本
部
部
長
（
原
子
力
品
質
保
証
）
は
，
品
質
保
証
活
動
（
独

立
監
査
業
務
を
除
く
。
）
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

  

（
中
略
）

 

   

（
３
）
内
部
監
査
部
門
長
は
，
独
立
監
査
業
務
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
管
理
責
任
者
と
し
て
，
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

監
査
業
務
を
統
括
す
る
。
ま
た
，
内
部
監
査
部
門
に
お
け
る
関
係
法
令
お

よ
び
保
安
規
定
の
遵
守
を
確
実
に
行
う
た
め
の
活
動
な
ら
び
に
健
全
な
安

全
文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持
を
推
進
す
る
た
め
の
活
動
を
統
括
す

る
。

 

（
中
略
）

 

      （
５
）
電
源
事
業
本
部
部
長
（
原
子
力
安
全
監
理
）
は
，
品
質
保
証
活
動
（
独

立
監
査
業
務
を
除
く
。
）
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
ま
た
，
健
全

な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持
す
る
活
動
（
内
部
監
査
部
門
の
活

動
を
除
く
。
）
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

（
中
略
）

 

 

 

（
1
2）

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
監
視
評
価
）
は
，
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お

よ
び
維
持
す
る
活
動
に
係
る
取
り
組
み
状
況
（
内
部
監
査
部
門
の
活
動
を

除
く
。
）
の
監
視
評
価
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

 

  〇
「
第
２
条
の
２
（
関
係
法

令
お
よ
び
保
安
規
定
の
遵

守
）
に
関
す
る
活
動
と
し

て
，」

は
，
記
載
の
適
正
化

の
た
め
削
除
す
る
。

 

〇
「
な
ら
び
に
健
全
な
安
全

文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び

維
持
を
推
進
す
る
た
め
の

活
動
」
は
，
記
載
を
適
正

化
の
た
め
追
加
す
る
。

 

 〇
「
電
源
事
業
本
部
（
原
子

力
品
質
保
証
）」

の
部
長
以

下
の
組
織
名
称
を
「
電
源

事
業
本
部
（
原
子
力
安
全

監
理
）」

に
改
称
す
る
。

 

〇
記
載
を
適
正
化
す
る
。

 

 〇
監
視
・
評
価
活
動
に
つ
い

て
，
継
続
的
に
維
持
し
向

上
さ
せ
る
た
め
，
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
（
監
視
評
価
）
の

業
務
に
つ
い
て
記
載
を
追

加
す
る
。

 

  
 

凡
例
：
赤
字
下
線
が
変
更
箇
所

 

28



第
５
表
 
保
安
規
定
変
更
前
後
比
較
（
９
/９

）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

変
更
理
由
 

（
中
略
）

 

  3
9
．
第
１
８
項
か
ら
第
３
８
項
に
定
め
る
職
位
（
第
２
７
項
の
当
直
長
を
除

く
。
）
（
以
下
「
各
課
長
」
と
い
う
。
）
，
当
直
長
お
よ
び
原
子
力
人
材

育
成
セ
ン
タ
ー
所
長
は
，
所
管
業
務
に
基
づ
き
緊
急
時
の
措
置
，
保
安
教

育
な
ら
び
に
記
録
お
よ
び
報
告
を
行
う
。
ま
た
，
課
長
（
廃
止
措
置
総

括
）
は
第
２
編
第
１
２
７
条
（
保
安
に
関
す
る
職
務
）
の
所
管
業
務
に
基

づ
き
緊
急
時
の
措
置
を
行
う
。

 

    4
0
．
各
課
長
，
当
直
長
お
よ
び
原
子
力
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
所
長
は
，
第
１

２
項
お
よ
び
第
１
８
項
か
ら
第
３
９
項
に
定
め
る
業
務
の
遂
行
に
あ
た
っ

て
，
所
属
員
を
指
示
・
指
導
し
，
品
質
保
証
活
動
を
行
う
。
ま
た
，
所
属

員
は
各
課
長
，
当
直
長
お
よ
び
原
子
力
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
所
長
の
指

示
・
指
導
に
従
い
業
務
を
実
施
す
る
。
 

 

（
中
略
）

 

 ３
．
各
職
位
は
次
の
と
お
り
，
当
該
業
務
に
あ
た
る
。

 

（
１
）
第
２
項
（
７
）
か
ら
（
２
７
）
に
定
め
る
職
位
（
第
２
項
（
１
６
）
の

当
直
長
を
除
く
。
）
（
以
下
「
各
課
長
」
と
い
う
。
）
，
当
直
長
，
原
子

力
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
所
長
お
よ
び
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
監
視
評
価
）
は
，

所
管
業
務
に
基
づ
き
緊
急
時
の
措
置
，
保
安
教
育
な
ら
び
に
記
録
お
よ
び

報
告
を
行
う
（
火
災
発
生
時
，
内
部
溢
水
発
生
時
，
火
山
影
響
等
発
生

時
，
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
，
有
毒
ガ
ス
発
生
時
，
重
大
事
故
等
発

生
時
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
含

む
。
）
。
ま
た
，
課
長
（
廃
止
措
置
総
括
）
は
，
第
２
編
第
１
２
７
条

（
保
安
に
関
す
る
職
務
）
の
所
管
業
務
に
基
づ
き
緊
急
時
の
措
置
を
行

う
。

 

（
２
）
各
課
長
，
当
直
長
，
原
子
力
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
所
長
お
よ
び
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
（
監
視
評
価
）
は
，
第
１
項
（
１
１
）
お
よ
び
（
１
２
）
，
第
２

項
（
７
）
か
ら
（
２
７
）
な
ら
び
に
第
３
項
（
１
）
に
定
め
る
業
務
の
遂

行
に
あ
た
っ
て
，
所
属
員
を
指
示
・
指
導
し
，
品
質
保
証
活
動
を
行
う
。

ま
た
，
所
属
員
は
各
課
長
，
当
直
長
，
原
子
力
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
所
長

お
よ
び
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
監
視
評
価
）
の
指
示
・
指
導
に
従
い
業
務
を
実

施
す
る
。

 

 

     〇
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
監
視
評

価
）
を
記
載
す
る
。

 

      〇
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
監
視
評

価
）
を
記
載
す
る
。
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A

B

C

D

10
43 #1

10
43 #2

10
43 #3

CL.5

LA.3 DM.1

CO.1 PI.3

TV PC CL.3

(

QA.1

PA.1 QA.1

WP.1
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